
№ 市の考え方 分類

1

  本方針（案）には施設の外観写真を掲載
しておりますが、これは当該施設をイメー
ジしやすくするために掲載しており、建物
内部の写真は方針を決定する際の参考にな
るものではないと考えておりますので、掲
載しておりません。また、本方針（案）は
青葉児童クラブの移転の可否に関するもの
ではありませんので、移転先の施設の写真
を掲載することは考えておりません。
　なお、廃止する桜木会館の写真データは
担当部署において保管しておりますので、
今後も一定期間保存することを考えており
ます。

D

案件名 コミュニティセンター桜木会館廃止方針（案）

意見の募集期間 令和７年６月２７日（金）～令和７年７月２８日（月）

担当グループ 市民生活部市民協働グループ

意見提出者数 １者

意見件数 １件

提出された意見の概要と市の考え方

【分類欄について】
Ａ：意見を案に反映したもの
Ｂ：意見を既に案に盛り込んでいるもの
Ｃ：意見を今後の参考とするもの
Ｄ：意見を案に反映しなかったもの・その他の意見等

意見の概要

  耐用年数の観点、市民利用（人口減）
による、廃止はやむを得ないです。外観
の写真がありましたが、建物内の写真が
あってもいいのではないか。代替施設
（青葉小学校に隣接施設）についても参
考写真があった方がいいのではないか。
後世に建物に対する記録を残す上でも充
分に写真画像など撮っておく事が必要だ
と考えます。

意見公募（パブリックコメント）の実施結果について


